
 

 

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

（金融商品に関する会計基準） 

「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号）が平成20年３月10日付で一部改正され、また同日付で「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号）が公表され、ともに平成22年３月31日以

後終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用されることになったことに伴い、当連結会計年度末か

ら同改正会計基準及び適用指針を適用しております。 

これにより、従来の方法に比べ、「買入金銭債権」が8,710百万円、「有価証券」が41,914百万円、「その他有価

証券評価差額金」が39,315百万円増加、その他有価証券の評価差額に係る「繰延税金資産」が27,056百万円、「貸倒

引当金」が34,999百万円減少し、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ19,251百万円増加しております。 

 

（８）追加情報 

 

（新株式の発行） 

平成 21 年６月 22 日付で１株当たりの発行価格 3,928 円、発行価額 3,766 円として 219,700 千株の募集による新株

式発行を行っております。また、１株当たりの売出価格 3,928 円として 15,300 千株のオーバーアロットメントによ

る売出しを行ったことに関連して、平成 21 年７月 27 日付で１株当たりの発行価額 3,766 円として当該オーバーアロ

ットメントによる売出しを行った引受証券会社に対する 8,931 千株の第三者割当による新株式発行を行っております。

これらの発行等に係る引受契約においては、発行価額の総額をもって引受価額の総額とし、引受手数料は支払わない

こととされておりますので、その他の経常費用にはこれらの発行等に係る引受手数料相当額 37,038 百万円は含まれ

ておりません。なお、１株当たりの発行価額のうち、1,883 円を資本金に、1,883 円を資本剰余金に組み入れており

ます。 

また、平成 22 年１月 27 日付で１株当たりの発行価格 2,804 円、発行価額 2,702.81 円として 340,000 千株の募集

による新株式発行を行っております。また、１株当たりの売出価格 2,804 円として 20,000 千株のオーバーアロット

メントによる売出しを行ったことに関連して、平成 22 年２月 10 日付で１株当たりの発行価額 2,702.81 円として当

該オーバーアロットメントによる売出しを行った引受証券会社に対する 20,000 千株の第三者割当による新株式発行

を行っております。これらの発行等に係る引受契約においては、発行価額の総額をもって引受価額の総額とし、引受

手数料は支払わないこととされておりますので、その他の経常費用にはこれらの発行等に係る引受手数料相当額

36,428 百万円は含まれておりません。なお、１株当たりの発行価額のうち、1,351.405 円を資本金に、1,351.405 円

を資本剰余金に組み入れております。 

また、これらの発行等に係る引受契約において連結子会社及び持分法適用の関連会社が計上した利益のうち親会社

持分相当額11,075百万円は、連結財務諸表上、資本剰余金の増加として処理しております。 

 

 

（９）連結財務諸表に関する注記事項 

 

（連結貸借対照表関係） 

１．有価証券には、非連結子会社及び関連会社の株式316,485百万円及び出資金5,412百万円を含んでおります。 

２．無担保の消費貸借契約により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債及び「特定取引資産」中の商品有

価証券に合計41,826百万円含まれております。 

無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証券並びに現先取引及び現金担保付債券貸借取引により受け入れ

ている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券で、（再）担保に

差し入れている有価証券は3,840,308百万円、当連結会計年度末に当該処分をせずに所有しているものは133,566百万

円であります。 

３．貸出金のうち、破綻先債権額は165,131百万円、延滞債権額は1,075,782百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息

の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、

｢未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイから

ホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目

的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

４．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は38,315百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻

先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は250,256百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以

上延滞債権に該当しないものであります。 
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６．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は1,529,484百万円でありま

す。 

  なお、上記３．から６．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

７．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会

業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商

業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま

すが、その額面金額は617,381百万円であります。 

８．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

       現金預け金                 703百万円 

    コールローン及び買入手形        367,035百万円 

    買入金銭債権            1,870百万円 

特定取引資産            2,337,389百万円 

    有価証券             4,649,170百万円 

    貸出金            1,631,290百万円 

    リース債権及びリース投資資産   15,478百万円 

    有形固定資産           16,165百万円 

    その他資産（延払資産等）      3,087百万円 

担保資産に対応する債務 

    預金                 24,992百万円 

    コールマネー及び売渡手形    642,100百万円 

    売現先勘定           1,120,860百万円 

    債券貸借取引受入担保金     3,664,591百万円 

        特定取引負債             365,974百万円 

    借用金              1,468,005百万円 

その他負債             14,611百万円 

支払承諾               123,733百万円 

上記のほか、資金決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、現金預け金25,804百万円、特定取

引資産111,283百万円、有価証券14,233,542百万円及び貸出金1,171,863百万円を差し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は102,085百万円、先物取引差入証拠金は8,457百万円、その他の証拠金等は83,768

百万円であります。 

９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約

上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これ

らの契約に係る融資未実行残高は41,957,592百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時

期に無条件で取消可能なものが36,373,235百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも将

来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保

全及びその他相当の事由があるときは、実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる

旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契

約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の

措置等を講じております。 

10．連結子会社である三井住友銀行及びその他の一部の連結子会社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日

公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づ

き、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金

負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額のうち親会社持分相当額を「土地再評価差額金」として純資産

の部に計上しております。 

また、一部の持分法適用の関連会社も同法律に基づき事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評

価差額に係る税金相当額を控除した金額のうち親会社持分相当額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上し

ております。 

再評価を行った年月日 

    連結子会社である三井住友銀行                      平成10年３月31日及び平成14年３月31日 

    その他の一部の連結子会社及び持分法適用の関連会社      平成11年３月31日、平成14年３月31日 

   同法律第３条第３項に定める再評価の方法  

    連結子会社である三井住友銀行         土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政

令第119号)第２条第３号に定める固定資産税評価額、同条

第４号に定める路線価及び同条第５号に定める不動産鑑定

士又は不動産鑑定士補による鑑定評価に基づいて、奥行価

格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等、合理的な

調整を行って算出。   
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    その他の一部の連結子会社及び        土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布 

持分法適用の関連会社                       政令第119号)第２条第３号に定める固定資産税評価額及び

同条第５号に定める不動産鑑定士又は不動産鑑定士補によ

る鑑定評価に基づいて算出。 

11．有形固定資産の減価償却累計額 671,298百万円 

12．有形固定資産の圧縮記帳額    66,529百万円 

13．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金378,729百万円が含

まれております。 

14．社債には、劣後特約付社債2,232,925百万円が含まれております。 

15．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額

は2,136,145百万円であります。 

 

（連結損益計算書関係） 

１．「その他経常収益」には、株式等売却益57,231百万円を含んでおります。 

２．「その他の経常費用」には、貸出金償却176,672百万円、株式等売却損34,814百万円、株式等償却32,495百万円、

延滞債権等を売却したことによる損失76,439百万円及び持分法による投資損失21,542百万円を含んでおります。 

３．当連結会計年度において、以下の資産について、回収可能価額と帳簿価額との差額を減損損失として特別損失に計

上しております。 

地域 主な用途 種類 減損損失額 

営業用店舗       1ヵ店 13百万円 

共用資産         6物件 8,295百万円 

遊休資産    31物件 1,511百万円 
首都圏 

その他      4物件 

土地、建物等

335百万円 

営業用店舗    1ヵ店 164百万円 

共用資産         2物件 35百万円 

遊休資産    38物件 1,436百万円 
近畿圏 

その他      2物件 

土地、建物等

256百万円 

共用資産     3物件 21百万円 

遊休資産    10物件 281百万円 その他 

その他      2物件 

土地、建物等

503百万円 

連結子会社である三井住友銀行は、継続的な収支の管理・把握を実施している各営業拠点（物理的に同一の資産を

共有する拠点）をグルーピングの最小単位としております。本店、研修所、事務・システムの集中センター、福利厚

生施設等の独立したキャッシュ・フローを生み出さない資産は共用資産としております。また、遊休資産については、

物件ごとにグルーピングの単位としております。また、その他の連結会社については、各営業拠点をグルーピングの

最小単位とする等の方法でグルーピングを行っております。 

当連結会計年度は、三井住友銀行では共用資産及び遊休資産について、また、その他の連結子会社については、営

業用店舗、共用資産、遊休資産等について、投資額の回収が見込まれない場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

回収可能価額は、主として正味売却価額により算出しております。正味売却価額は、不動産鑑定評価基準に準拠し

た評価額から処分費用見込額を控除する等により算出しております。 
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